
 

 

 

平成 20 年５月 国税庁 

 

■■■平成 20 年度税制改正において、認定ＮＰＯ法人制度が改正されました。■■■ 

■■■この改正は、平成 20 年４月１日以後に行う申請から適用されます。■■■ 
 

 

 

１ 認定の有効期間の延長 

改 正 前   ２年        改 正 後   ５年 

  ※平成 20 年 3 月 31 日以前に申請書を提出している場合は、認定の有効期間は２年となります。 

 

２ パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）に関する要件の見直し 

○ 実績判定期間におけるＰＳＴの割合 

  ５分の１以上とする特例（原則３分の１以上）の適用期限を 

 平成２３年３月３１日まで３年延長 

○ 実績判定期間内の各事業年度におけるＰＳＴの割合 

改 正 前  １０分の１以上     改 正 後  廃  止 
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認定ＮＰＯ法人制度が改正されました 

 

   経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合のことをいいます。 

   実績判定期間における 

寄附金等収入金額     １ 

経 常 収 入 金 額     ５ 

 

※ 今回の改正により、ＰＳＴの割合は、実績判定期間における割合のみで判定 

することとなります。 
  

「経常収入金額」及び「寄附金等収入金額」については、４頁目の 

「ＰＳＴに関する改正のポイント」に掲載しています。 

≧

■■ パブリック･サポート･テスト（ＰＳＴ）の割合とは ■■ 

改 正 の ポ イ ン ト 



 

 

○ 受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額 

 ① 同一の者からの寄附金の合計額のうち受入寄附金総額の 

   改 正 前  １００分の５相当額を超える部分の額 

 

   改 正 後  １００分の１０相当額を超える部分の額 

○ 実績判定期間（認定の有効期間の延長に合わせて、実績判定期間が延長されました。） 

改 正 前  ２事業年度      改 正 後  ５事業年度 

 
 

   当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前５年内に終了した各事業年度のうち 

最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間のことをいいます。 

 【例】事業年度：4/1～3/31 

4/1 4/1 4/1 

■■ 実績判定期間とは ■■ 

4/1 4/1 4/1 4/1 

     

                 実績判定期間             6/30 

申請日 
 

※ なお、設立以後５年未満のため実績判定期間が５事業年度存在しない法人の場合には、 

設立の日から直前に終了した事業年度終了の日までの期間が実績判定期間となりま  す

ので、申請書を提出しようとする日を含む事業年度開始の日において、設立以後１年を  

超える期間が経過していれば申請を行うことができます。 

    ※ 特定公益増進法人又は認定ＮＰＯ法人からの寄附金については、受入寄附金 

総額の 100 分の 50 相当額を超える部分の額となります。 

 

② 社員からの寄附金 

  その親族等注 1 からの寄附金を同一の者からの寄附金とみなす規定は、 

 適用しない。 

      具体例については、４頁目の「ＰＳＴに関する改正のポイント」に掲載しています。 

注１：その配偶者及び三親等以内の親族並びに当該社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 

同様の事情にある者など特殊の関係のある者のことをいいます。 
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○ 総収入金額から除かれる国等からの補助金又は委託の対価 

改 正 前  国、地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関からの 

補助金又は委託の対価が対象 

 

改 正 後   上記に一定の独立行政法人注 2、地方独立行政法人、国立大学法人 

及び大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価を追加 

  注２：法人税法別表第一に掲げる独立行政法人のことをいいます。 

 

○ 小規模法人の特例（簡易な計算式で判定を行うことができる措置） 

 ＰＳＴの割合を５分の１以上に引き下げた（改正前３分の１以上）上で、 

適用期限を平成２３年３月３１日まで３年延長 

  
    

実績判定期間の総収入金額 

         実績判定期間の月数 

 
    実績判定期間において受け入れた寄附金の合計額が 

3,000 円以上である寄附者（役員、社員を除きます。）の数 

■■ 小規模法人とは ■■ 

次の要件を満たす法人をいいます。

× １２ ＜ ８００万円 

かつ

≧ ５０人 

 

３ 運営組織に関する要件の見直し 

 社員の親族等及び特定の法人に係る要件注 3 を廃止   

※ 今後は、閲覧事項注 4 として各社員の親族割合及び特定法人等割合のうち、それぞれ 

最も高いものについて、所定の書類に記載していれば足りることとなります。 

  注３：改正前においては、「社員の総数のうちに親族等の数の占める割合」及び「社員の総数のうちに 

特定の法人並びに当該法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合」 

は、いずれも３分の１以下であることという要件を満たしている必要がありました。 

  注４：認定ＮＰＯ法人は、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、事業報告書 

などの書類を閲覧させることとされています。 
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 ※ 一定の要件を満たす場合は、一定額を算入 

 

  控除金額Ａ  

  ① 一者当たり基準限度超過額 

   【例】受入寄附金総額が 500 万円の法人が、同一の者※から 60 万円の寄附金収入がある場合 

◎改正前 

 ５００万円 × ５％ ＝ ２５万円 

 ６０万円 － ２５万円 ＝ ３５万円     基準限度超過額（控除金額） 

     ◎改正後 

       ５００万円 × １０％ ＝ ５０万円  

       ６０万円 － ５０万円 ＝ １０万円     基準限度超過額（控除金額） 

     ※ 役員又は社員からの寄附金については、その親族等からの寄附金を合算の上、基準限度超過額を 

       計算する必要があります。 

② 1,000 円未満の少額寄附金 

  ③ 匿名寄附金 

 

  控除金額Ｂ  

① 国等 の補助金等 

 

  ② 国等 からの委託の対価 

  ③ 1,000 円未満の少額寄附金 

  ④ 匿名寄附金       等 

 

 

  認定申請に関してご相談のある方は、各国税局の法人課税課審査企画係にお尋ねください。 

  また、認定ＮＰＯ法人制度の概要及び認定ＮＰＯ法人名簿等を国税庁ホームページに掲載しています。 

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｔａ.ｇｏ.ｊｐ 
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実績判定期間における 

寄附金等収入金額      １       １ 

経 常 収 入 金 額      ５       ３ 
≧ 原則 

平成 23 年 3 月 31 日まで延長 

受入寄附金総額 ＋ 社員の会費※ －  控除金額 Ａ  

総収入金額 －  控除金額 Ｂ  

今回の改正で追加 

実績判定期間内の各事業年度

におけるＰＳＴの割合 

  １ 

  １０ 

廃 止

ＰＳＴに関する改正のポイント

国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、

今回の改正で削除 

 

国立大学法人、大学共同利用機関法人、我が国が加盟している 

国際機関 


